






















                     

② 二酸化炭素排出部門の内訳 

■ エネルギー転換部門 

エネルギー転換を行う電気事業者やガス事業者などの燃料・電力の使用等に伴う

排出量（発電所等内の自家消費分）を算定しています。 

エネルギー転換（発電等）のための燃料使用に伴う排出量は、各部門に割り振ら

れています。 

 

■ 産業部門 

製造業（工場）及び農林水産業、鉱業、建設業における燃料・電力の使用に伴う

排出量を算定しています。なお、製造業の企業であっても、本社ビル等の排出量は

含まれません（業務その他部門で計上されます）。 

 

■ 運輸部門 

自動車、船舶、航空機、鉄道における燃料・電力の使用に伴う排出量を算定して

います。 

なお、家庭で使用される自家用車からの排出量も含んでいます。 

 

■ 民生部門 

民生部門は、家庭部門と業務部門に分けて算定しています。 

○ 家庭部門 
家庭における燃料・電力の使用に伴う排出量を算定しています。 

なお、自家用車の使用に伴う排出量は運輸部門で計上されます。 

○ 業務その他部門 
事務所・ビル、商業・サービス業施設における燃料・電力の使用に伴う排出量を

算定しています。 

県庁などのオフィスビルや、スーパーマーケットなどの施設が該当します。 

  

■ 工業プロセス部門  

セメント製造工程における石灰石からの排出など、工業材料の化学変化に伴う排出

量を算定しています。 

 

■ 廃棄物部門  

廃棄物焼却場におけるプラスチック、廃油等の焼却に伴う排出量を算定しています。 
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■ 審議会 
○ 平成２２年度第２回三重県環境審議会 

 （開催日） 平成 23 年 1 月 28 日 

 （審議事項） ・三重県地球温暖化対策実行計画について（中間報告） 

■ パブリックコメント（第 1 回） 

 （期間）  平成 23 年 3 月 9 日から平成 23 年 4 月 7 日まで 

■ 部会 
○ 第６回地球温暖化対策実行計画部会 

 （開催日） 平成 23 年 5 月 30 日 

 （審議事項） ・三重県地球温暖化対策実行計画最終案の検討 
○ 第7回地球温暖化対策実行計画部会 

 （開催日） 平成 23 年 11 月 14 日 

 （審議事項） ・三重県地球温暖化対策実行計画最終案の検討 

■ パブリックコメント（第 2 回） 

 （期間）  平成 23 年 11 月 21 日から平成 23 年 12 月 20 日まで 

■ 審議会 
○ 平成２３年度第２回三重県環境審議会 

 （開催日） 平成 24 年 1 月 26 日 

 （審議事項） ・三重県地球温暖化対策実行計画について（最終報告） 
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